
その他の重要な費用 

●車両対物事故免責額補償制度料(Collision Damage Waiver)―レンタル料金には含まれませんー 

万一の事故の際、事故時の車両補償免責額(5 万円)のご負担を、お客様に代わって補償する（免除する）任意加入の制度です。保険ではありません。 

必ずご出発前にオプション料金としてお申し込みください。なお、同一貸渡期間内で複数事故が発生した場合は、初回事故のみの適用となります。 

 

CDW 加入料金： 1,100円/１日（10%税込み） 

 

・ご出発後は加入、途中解約はできません。 

・約款の免責事項に該当する場合は適用されません。 

・過去に事故歴があり、当店が不適当と認めた場合は加入をお断りする場合がございます。 

・車両対物事故免責額補償制度（CDW）にご加入の場合でも、下記の「営業補償料」はご負担いただきます。 

・国際免許証の運転者の場合はご加入いただけません。 

・借受人又は運転者の過失 100％の事故の場合は適用できかねます。 

 

●営業補償料（ノンオペレーションチャージ）―レンタル料金には含まれません／非課税― 

貸渡中に、万一の事故、盗難、故障、傷、へこみ、欠品、水気、汚損、臭気等により、車両の修理・清掃等が必要になった場合、損傷の程度や修理期間に 

かかわらず、その期間中の営業補償の一部としてお客様にご負担いただきます。 

 

 自走可能な状態で返還された場合：     20,000円 

 自走不可能な状態で返還された場合：    50,000円  ※キャンピングトレーラーの場合は車検証に特殊車両と記載されているため、50,000円 

ご負担いただきます。 

 

・車両対物事故免責額補償制度（CDW）にご加入の場合でも、「営業補償料」はご負担いただきます。 

・レッカー移動等の車両移送費（当店指定工場まで）は、お客様のご負担となります。 

・牽引車とキャンピングトレーラーの両方に返還翌日からの営業に差し障る損害が及ぶ場合は、2 台それぞれの営業補償料をご負担いただきます。 

 

※※注意※※「自走可能」と「自走不可能」の違い 

 自走可能とは、「物理的に動ける」だけでなく、「法的に」走行可能な状態のことです。 

 エンジン、タイヤに問題がなくても、 

「フロントガラスを損傷した」       ⇒自走不可能です。 

「ライトカバーだけでなく球が割れた」   ⇒自走不可能です。 

「ミラーが折れた」            ⇒自走不可能です。 

 

 これらの状態では車検に通りません。車検に通らない車両を運転すること＝整備不良車両の運行＝「違法」です。 

 つまり、走ることは完璧ですが、「保安装置が不完全」な競技車両と同じ扱いになります。競技車両は積載車で移動しなくてはいけません。 



 したがってレッカー移動や積載車で移送しなくてはならない法的に走行禁止扱い車両に値するので、自走不可能とみなします。 

 

 修理・清掃には時間も費用もかかります。細心の注意を払って、次のお客様にバトンタッチしてくださるようお願いいたします。 

 

●自損事故の場合   ※※注意※※ 
  お客様の「他車運転危険補償特約」で補償していただきます。（当店の保険は使用しません） 

  お客様の保険を使うためには警察に連絡して、「事故証明書」をとる必要があります。 

   

  警察に連絡した⇒・牽引車のみの場合、牽引車＋キャンピングトレーラーの場合は牽引車の状況により返還時に営業補償料（NOC）2 万円か 5 万円のど 

ちらかご負担いただきます。修理費用はお客様の保険会社から支払っていただきます。 

          ・キャンピングトレーラー単体の自損事故の場合は、車両対物事故免責額補償制度(CDW)に加入していた時は、返還時に営業補償料 

（NOC）5 万円をご負担いただきます。修理費用はお客様の保険会社から支払っていただきます。 

          ・キャンピングトレーラー単体の自損事故の場合で、車両対物事故免責額補償制度(CDW)に加入していなかった時は、返還時に営業補 

           償料(NOC)5万円をご負担いただきます。修理費用はお客様の保険会社から支払っていただきます。 

 

  警察に連絡していない⇒罰金・罰則のある道路交通法上、違反行為に当たります。必ず警察に連絡をしてください！ 

          ・この場合、「事故証明」がとれないので、お客様はご自身の保険が使えません。 

          ・牽引車のみの場合、修理費全額をお客様ご自身に請求し、ご負担いただきます。その上、状況により返還時に営業補償料(NOC)2 万 

円か 5 万のどちらかをご負担いただきます。 

          ・牽引車＋キャンピングトレーラーの場合、牽引車の修理費全額＋キャンピングトレーラーの修理費全額をお客様ご自身に請求し、ご 

負担いただきます。その上、状況により返還時に牽引車の営業補償料(NOC)2 万円か 5 万円のどちらか＋キャンピングトレーラーの 

営業補償料(NOC)5万円をご負担いただきます。 

          ・キャンピングトレーラー単体の自損事故の場合、キャンピングトレーラーの修理費全額をお客様ご自身に請求し、ご負担いただきま 

す。その上、営業補償(NOC)5万円をご自身でご負担いただきます。 

 

 キャンピングトレーラーの修理費は特殊車両のため簡単に数十万～100 万を軽く超える金額になる可能性があります。 

 修理費がお客様の保有する車両の協定保険価額以上になる可能性があります。（たとえば、お客様名義の車両の協定保険価額が 150万円で、キャンピング 

トレーラーの修理費が 180 万円の可能性があるということです。） 

※警察に連絡して、お客様の保険会社から支払いが行われるとしても、万一お客様の協定保険価額で足りない場合は、お客様自身に実費にてお支払いして 

いただきます。(上記の例だと、連絡済みなら保険が下りて、差額の 30 万を個人負担で、連絡なしなら保険が下りず、180 万を個人負担で、となります。) 

 

●駐車違反違約金 

約款 18 条（違法駐車の場合の措置等）に記載しているとおり、もし駐車違反をした場合、返還前に警察に出頭して所定の手続きを完了して、レンタカー返還

前に反則金の支払いを完了してください。 

 

上記が完了した証として、返還時に「交通反則告知書」と共に「領収日付印のある納付書・領収書等」をご提示頂けなかった場合には、違法駐車をした旨の 

自認書にサインを頂くと同時に、次の駐車違反関連費用をお預かり致します。 

 



もしも返還前に当店が放置違反金納付命令を受け、お客様の代わりにそれを納付した場合、約款の第 18 条 5 項の通り、(1)、(2)、(3)を請求致します。 

 

駐車違反関連費用とは、次の３つを合わせたものです。 

(1)放置違反金相当額 

(2)当店が別途定める駐車違反違約金：25,000円非課税  

(3)捜索に要した費用及び車両の移動、保管、引き取りに要費用 

 

レンタカー返還後にお客様が速やかに反則金を納付し、「交通反則告知書」と共に「領収日付印のある納付書・領収書等」を当店にご提示いただいた場合に

は、約款の第 18 条 9 項の通り、駐車違反関連費用のうち、(1)のみを返還するものとします。 

お預かりした(2)と(3)は返還致しませんので、必ず返還前に支払いを完了してください。 

 

①とにかく駐車違反をしないでください！ ②もし違反したならば、違反金を支払ってから、レンタカーを返還してください！ 

 

※違反から 2 週間以内にお支払いが完了した旨のご連絡が無い場合、公安委員会に貸渡契約書及び自認書を提出することがあります。 

 

 

●レンタル料金のお支払い 

予約申し込み後、借受開始日の 7 日前までに、PayPal で料金（オプション料金含む）をお支払い願います。 

PayPal はクレジットカード、銀行口座を登録しておけば、ID とパスワードだけでショッピングや家族間の送金もできる、安全な決済サービスです。 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/personal  をご参照ください。 

 

 

●キャンセル料と違約金 

キャンセル料は次のとおりです。 キャンセル料及び違約金は非課税です。 

 

キャンセル料 

出発日の 7 日前まで（7 日前を含む） 無料 

出発日の 6 日前～3日前 基本料金の 20％ 

出発日の 2 日前～前日 基本料金の 50％ 

出発日の当日 基本料金の 100％ 

 

 

●遺留品（忘れ物）について 

レンタカーの返還時に、必ずお客様が遺留品（忘れ物）の無いことをご確認願います。 

お客様が当店を去られた後に発見された遺留品（忘れ物）の保管の責任は負いません。遺失物法などに従い、適切に対処致します。 

●当店の都合で予約が取り消されたとき、または貸

渡契約が締結されなかったときは、キャンセル料

と同額を違約金としてお支払いいたします。 

 

●なお、ご予約いただいた当日の取消しについて

は、キャンセル料または違約金のいずれも発生し

ません。 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/personal


 

●返還時にガソリンが満タンでなかった場合 
約款の第 25 条の通り、レンタカー返還時に満タンでなかった場合は、借受人又は運転者は、営業所から最短距離のガソリンスタンドの 

【返還日当日のガソリン１L 当たりの単価】×【当店が推定する満タンまでの不足量】に加えて、手数料 2,200 円（税込み）を支払うものとする。 

 

※返還時には、必ず満タンにしたことの証明として、ガソリンスタンドの領収書を提示願います。 


